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当館は、パラナ州政府がパラナ州施政記念日として１２月１９日（金）を祝日と指定

したことから、同日を休館と致します。上記措置に伴い、当初休館日としていた１２

月２３日（火）を開館日と致します。 

 

１２月１９日（金）：休館日 

 １２月２３日（火）：開館日 

 

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し

上げます。 


